
知　財　管　理　Vol. 67　No. 4　2017480

　抄　録　人工知能（AI）によるコンテンツやサービスの自動生成は既にビジネスとして大きく広が
っている。それらは，生成スピードや膨大性のほか生成経路の複雑化などの特徴を持ち，表現やビジネ
スのあり方に多大な影響を与える可能性がある。その知的財産的保護は，①学習用データ，②アルゴリ
ズム，③学習ノウハウ，④学習済みモデル，⑤AI生成コンテンツのそれぞれについて，著作権・特許権・
営業秘密・契約による保護など新たな問題を提示しており，世界に先駆けて内閣府知財本部などでの議
論が始まっている。それは常に，イノベーションのための投資の保護と，一方で成果物への自由なアク
セスを守ることによるイノベーションの促進の，最適バランスを持って語られるべき問題である。

福 井 健 策＊
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1 ．	はじめに

お定まりの将来予測からはじめよう。オクス
フォードの２人の教授が，今後10～20年の間に
人間が機械に奪われる職を列挙したというあれ
である１）。失職の可能性が高い職業の上位には，
データ入力者，電話オペレーター，銀行の融資
担当者，タクシー運転手，料理人（！）などが
並んだ。最後の料理人は，なにせ国が英国だか
ら，「お前らの国のコックはな！」という世界
中のツッコミを浴びたとか浴びないとか。まあ

しかし，ファストフードなどでの調理も含めれ
ば，確かに既に半機械化されているし無理な予
測でもないだろう。他方，失職しない可能性が
高いと言われた職の上位には，医師・小中の教
師・弁護士（←本当か？）などと共に，いわゆ
るクリエイター・アーティスト系の仕事が軒並
み並んだ。「それはそうだ。創作や発明は最も
人間らしい営みであって，人工知能やロボット
に簡単に奪われてたまるか」と思う方も多いだ
ろう。確かにそうかも，しれない。
しかし，スティーブ・ジョブズの意見は違う。
ジョブズによれば創作とは「既存の情報の結び
付け」に過ぎない。そうであれば人工知能（AI）
などはお手の物だろう，とも思える。実際，対
象物の特徴を自ら発見し識別・再現などできる
「ディープラーニング」の発達で，AIのおこな
える作業領域は急速に広がっている。「判別ビ
ジネス」の広がりはすごい。顔認証・音声認証・
文字識別にはじまり，運転中のドライバーの居
眠り判定，人や農作物の健康状態判定からポル
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ノ・バイオレンスの自動判別フィルタリングま
で，ちょっと検索しただけで幾らでも出て来る。
医師や弁護士に関する前述の予測にしても，（あ
りがたいが実際には）診断や調査は既にAI的
な半自動システムがなくては成り立たない。

2 ．	AIコンテンツの広がり

AIによる自動生成されるコンテンツも，既
にビジネスとして大きく広がっている。しばし
ば挙げられるのは「小説の自動執筆」だが，例
えば自動翻訳や，半自動撮影の写真を大量活用
したグーグル「ストリートビュー」のようなサ
ービスは，既に完全に商用化され広く流布して
いる。
音楽の自動生成でも，BGMの分野は既に実
用化済みだ。図１は人気の高い「Jukedeck」
だが，誰でもアクセスしてジャンル・曲調・長
さなどを指定すると，30秒ほどでBGM音源を
自動生成してくれる。

曲は実際に聞いてみて頂きたいが，同じパラ
メータを指定してもその都度ユニークな曲が生
成され，少なくとも映像，イベントやショップ
のBGMとしては十分に使えると筆者は感じた。
なにせ安い。個人ないし従業員10名以下の企業
ならば，出典を明示するだけで無料でダウンロ
ードし自由に使える「ロイヤルティ・フリー」
である。既に世界でも活用例は多いだろう。特

徴は，そのすさまじい物量である。１曲が30秒
ならば，仮に同時に１曲しか作曲できなくても
１年間稼働を続ければ実に100万曲以上作曲で
きる。JASRACが管理する世界中のプロの楽曲
総数の約３分の１だ。これまでとは創作のスピ
ード・物量が桁違いなのだ。
あるいは，画像の加工も活用が広がるジャン
ルだ。図２は，写真の自動加工サービスである。

図１　自動BGM生成サイト「Jukedeck」

図２　	「DeepDream」上のAnonymaViktor氏
作品（オリジナルはカラー）
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使われているのはGoog l eの公開するAI
「DeepDream」で，ある画像（ここでは炎）を
与えてその特徴をAIに学ばせる。すると，そ
の後に与えた任意の写真（ここではキツネ）を，
自動でその作風に変換して「炎のキツネ」を描
いてくれるのだ。この間，ものの数十秒であり，
サービス自体はやはり無料で提供されている。
同じことは，動画でも可能だ。
楽しい？そう楽しいのだ。AI創作物という
と，少し以前には「機械に人間並みの創作が出
来るか」という点に関心が集まった。しかし，
一流作家クラスの創造をAIが独力で行うまで
には，（できるとしても）さすがにもう少し時
間がかかるだろう。そのかわり，このように我々
が使いこなせるツールとして，我々自身がコン
テンツを生み出す助力の役割なら既に十分果た
せる状態にある。しかも，マーケット的にはこ
うした参加型・体験型のコンテンツの方が，ビ
ジネスとしては広がってさえいる。
それは時に，逆に侵害を大量に生み出すツー
ルとしても機能する。本稿執筆中に世間を騒が
せたのは，「キュレーションメディアの大量閉
鎖問題」である。きっかけとなったのはDeNA
の人気サイトWELQやMERYだ。ネット上な
ど社会の様々な情報を集めて（キュレーション
して）作られた記事が集まる，「まとめサイト」
の一種と言え，一時はグーグルなどの各種検索
で上位を占める隆盛ぶりだった。
しかし，そこに集まる大量の記事には，時に

「肩こりは幽霊が原因の場合もある」といった
極めて質の低いものや，ネット上の他の記事の
コピペ・寄せ集めに過ぎないものが少なくない
と指摘され，事業者側が謝罪，閉鎖に追い込ま
れたというものだ。しかも，リクルートなど他
社のサイト・記事の閉鎖も次々と続く事態とな
った。
背景に，前述のコンテンツの大量流通があっ
た。AIに限らず，ITネットワーク革命の特徴

は「コンテンツ流通量の圧倒的増大」である。
世界75億人が発信者となって，膨大なテキス
ト・画像・映像が世界を駆け巡っている。数が
増えれば増えるほど，その単価は市場原理によ
って下がる。これが，出版やCDなどいわゆる
パッケージ系コンテンツ産業の構造不況の主因
のひとつで，「フリー化」と言われる。
価格が下がれば，ますますコンテンツ制作に
多額のコストはかけられない。キュレーション
メディアでは，だいたい１記事あたり1,000円～
2,000円で，学生などのバイトに発注されたとい
う。１文字単価が１円を下回る極端なディスカ
ウントで，プロのクリエイターが受けられる仕
事では到底ない。当然，粗製乱造の内容の怪し
い記事は増えることになり，コピペも横行した。
そして，その際にしばしば利用されたとされ
るのが，「リライトツール」や「ボット」と言
われるソフトである。既存のテキストなどを読
み込ませると，自動で単語などを置き換えて「一
見違う文章を作る」ツールだ。図３はそうした
リライトツールの例だ。広告では「人工知能の
活用で１秒で2,000文字をリライトする」と謳
っている。著作権のクリアされた文章ならばど
うリライトしても自由だが，単にネット上から
人の文章を漁って来てリライトツールにかけた
ライターも多かったとされる。

このリライトツール，筆者も試しに使ってみ
たが，リライト後の文章はとうてい著作権侵害

図３　AIによるリライトツールと名乗る広告例
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を免れるなどというレベルには達していなかっ
た。単なる完全コピーではグーグルなどの自動
判別で「類似コンテンツ」としてランキング順
位が下がるため，それを防ぐためにリライトツ
ールが多用された節もあり，どうもそもそも「法
的にセーフなレベルを目指す」という観点自体
がなかったようにも思える。仮に，これも「AI」
と呼ぶならば２），いわばAIの助けも借りて侵害
記事が大量生産されていたと言え，（問題化す
るまでは）そうしたキュレーションメディアに
検索上位独占という目的を達せさせていたこと
になる。

3 ．	AIコンテンツの特徴と社会影響

AIの社会影響は極めて広範に及ぶと考えられ，
詳しくは筆者も加わる総務省のAIネットワーク
検討会議やその後継であるAIネットワーク推進
会議の各種報告などを参照されたい３）。ここで
は，AIコンテンツやAIを活用したコンテンツ
流通に注目して，その特徴や社会影響を簡単に
まとめてみよう。
筆者がリクルートAI研究所所長の石山洸氏
と共著した論文４）では，AIによる創作の特徴
を前述のような「自動化」「大量化」のほか，
創作過程のどこまでがどのアルゴリズムの貢献
によるものか，またどこまでが人間によるもの
か外部からは判別しがたくなる「複雑化・合体
化」，コンテンツが場合に応じて刻々と変化す
るため，どこまでをひとつの作品ととらえるべ
きか流動化する「動的化」などと分類している。
そうした特徴の結果，これまでの人間の営み
を超えた新たな表現や新たなビジネスが生まれ
る可能性があることは，極めて重要な影響だろ
う。現在のコンテンツ過剰の状況は文化産業や
プロ・クリエーターという存在を根底からつき
崩す可能性が十分にあるが，それもかなりの部
分はAIをはじめとするITネットワーク革命の
産物である。もうひとつ。AIの判定は類似文

章や類似画像の発見にも大いに活用されてい
る。小保方晴子氏の論文が盗用として問題にな
った際にも，きっかけは論文の自動比較技術に
よる民間の指摘だった。画像や音楽のマッチン
グ技術も進んでいる。つまり，AIを活用した
盗作が可能であることと同様に，AIを活用し
た盗用・コピペの発見も容易ということだ（リ
ライトはそれを逃れるための技術であるとも言
える。まさに技術同士のイタチごっこだ）。
このように，AIはコンテンツの生成・流通

だけでなく，それに対する著作権の行使（エン
フォースメント）も大きく変える可能性を秘め
ている。
これらは，裏返せば負の社会影響ともなる。

大量のコンテンツ生成は，前述のような価格破
壊を招く。AIでそれに拍車がかかれば，プロ・
クリエイター達の大量失職は十分あり得る事態
だ。既に，カメラマンの世界でそれはかなり現
実のものとなっていようし，BGMサイトも作
曲ビジネスの価格破壊につながりかねない。何
より，ライター達の手取り額が大幅に低下した
ことはキュレーションメディア問題が物語って
いる。それらは，ある部分ではライブイベント
など他のコンテンツビジネスへのシフトで補え
るだろう。また，技術の進展による不可避の変
化であり，新たな創作やビジネスの誕生で補完
されることもあり得よう。しかし，我々は同時
にプロ・クリエイターが（今まで以上に）食べ
られない時代の社会影響，それが芸術や教育・
研究やジャーナリズムに与える影響を考える必
要があるように思う。
加えて，レベルの低いAIやなりすましAIに

よる，単なる著作権侵害も少なくない。前述の
通り，現在程度のリライトツールをもAIにカ
ウントするならば，そのリライトなるものの成
果物は，高確率で元の文章の表現の特徴を十分
に残しており，よって著作権侵害にあたる可能
性が高い。本稿執筆中に話題になったものとし
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ては，Everfilter事件があった。これは，ディ
ープラーニングAIを駆使して，写真などを１
秒でアニメ風に変換するという触れ込みのアプ
リだったが，すぐに背景画像などが新海誠監督
のアニメ作品の背景と酷似しているという指摘
を受け，制作側が謝罪し配信を一時停止する騒
ぎに発展した。画風を学んで既存の画像を変換
するなどという高度なレベルには達しておら
ず，単に元のアニメ画像を少し手直しして貼り
付けるレベルの作業が行われていたようであ
り，関係者によってはそんなレベルでAIと呼
ばれては誤解が広がるとして，「ニセAI」など
と呼ぶケースもある。

4 ．	AIの知財問題

以上の社会的影響を踏まえて，AIの著作権を
はじめ知財問題を検討してみよう。ここでは，
知財本部の議論に即して，図４のような過程を
念頭におきながら議論を進めたい。ただし，こ
の図は完全なるAIによるコンテンツ・サービス
の自動生成（computer generated works）を想
定しているが，前述の通り，現実には完全な自

動生成だけでなく，AIが人間の活動をサポート
する半自動生成的なサービスも同時に隆盛しつ
つあり，ビジネス的にはこちらが先に全盛期を
迎えそうだ。もっとも，機械が人間の創作や作
品発信を助ける（machine supported works）
という意味ならば，印刷・カメラ・音響・映
像・放送・デジタル化・ネットワークと，既に
我々は100年以上の長きにわたってその恩恵に
は浴している。ここでの議論の新しさは，ほと
んど人間の手を離れて機械がコンテンツやサー
ビスを自動生成する点にあるので，あくまでそ
れを中心に論じつつ，機械のサポートによりコ
ンテンツ・サービスの生成や発信が飛躍的な影
響を受ける部分にも，適宜触れながら進めるこ
とにしよう。

4．1　学習用データ

（1）単独のデータ
まずはこの図４の一番左，データの知財問題
を考えよう。AIは多くの場合，大量の文章・
画像・音楽その他各種のデータを学習して（食
べて），そして成長を遂げる。この文章・画像・

図４　	AIをめぐる知財の論点
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音楽などは多くのケースでは著作物である。ソ
ーシャルメディア上のつぶやきなども，多くは
これにあたる。よってそれらが保護期間中であ
れば，原則として他人は勝手に複製・改変など
をおこなうことは出来ない。特に業務的・組織
的利用の場合はそうだ（著作物としての保護）。
しかし，AIが学習対象とするデータの中に
は，人々の閲覧履歴・購入履歴・移動履歴や各
種のパーソナル・データ，更には気象情報など
のノンパーソナル・データといった，著作物に
あたらない多くの情報が含まれている。これら
は個人情報保護法で無断の収集や第三者提供が
禁じられるケースもある（個人情報としての保
護）。無論，個人を識別できない情報などはそ
の対象でもない。
いずれの場合も，データが秘密として管理な
どされていれば，その無断での取得や利用は不
正競争防止法などによって禁じられる（営業秘
密としての保護）。いずれにも該当しなければ，
原則として収集も利用も自由だ。

（2）集積されたビッグデータ
しかし，こうしたデータは少数では通常必ず
しも役立たない。大量に必要になるケースが多
く，そうなると大量のデータを収集し，管理し，
場合によっては系統づけてデータベース化して
いるものの保護はどうなるか，が次に浮上する。
この点は，個別のデータが著作物であろうがそ
うでなかろうが，データの選択と配列に独創性
があればその総体は「編集著作物」として保護
される。また，データベース化して検索可能に
している場合，その選択と構成に独創性があれ
ば「データベースの著作物」として保護される。
よって，いずれの場合も，その独創性のある

かたまりを無断でコピーなどすれば，個別の要
素に対する侵害の有無とは別に，全体を収集・
構築した事業者の編集著作物やデータベース著
作物に対する侵害が成立するだろう。かくして，

多くのリソースを投じてビッグデータを蓄積し
た事業者は，ビッグデータの無断利用から守ら
れることになる。
ただし，ここには「創作性」という留保がつ
く。これは通常は多くの選択肢があり得るなか
から，あえてひとつの選択肢を選ぶことを言う。
選択肢がごく限定されている場合，その結果は
「必然」であるので創作性は認められにくい。
例えば，あるメッセージを伝えるための最も簡
潔な表現は，通常は著作権では守られない。そ
こに選択の余地はほとんどないからであり，見
方を変えれば，選択の余地がないような表現を
誰かに長期間独占させてしまっては危ないから
だ。ところが，最近のビッグデータの収集は機
械的，あるいは網羅的である。そして機械的・
網羅的であればあるほど，収集するデータに選
択の幅はなかったことになり，編集著作物性や
データベース著作物性は否定されやすい。
さて，現代においてビッグデータの持ち手と
は誰か。あるいは通信事業者や交通機関や通販
業者だろうが，最大の保有者は恐らくグーグル，
アマゾン，フェイスブックといった巨大プラッ
トフォームだ。つまり以上は，彼らのビッグデ
ータはどこまで独占され得るか，という議論で
もある。
では著作権の保護のほか，集積されたビッグ
データを独占する手段はないか。前述した，個
人情報としての保護は無論あり得るし，また営
業秘密としての保護もあり得る。加えて，アー
キテクチャや契約による保護がある。例えば，
前述のプラットフォームなど多くの企業が保有
するビッグデータの場合，公開されているもの
を除けばそのデータを誰かが持ち出すことは技
術的に難しい。つまりアーキテクチャで保護さ
れている。誰かが無断で鍵を破って侵入すれば，
もちろん原則として違法となり処罰対象だ。
また，公開されていて一見コピー可能な大量
の情報（地図データ，検索結果など）について
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も，しばしば利用規約による用途のしばりがあ
る。例えば，我々はほとんど全員がグーグルの
アカウント保持者だろう。つまり，彼らの利用
規約に同意をクリックした者ばかりだ。利用規
約では，グーグルのコンテンツの複製（あるい
は大量ダウンロード），再配布等はしばしば禁
止されている５）。無論，そうした事業利用を行
う者は多いが，つまりはお目こぼしされている
だけだ。ビッグデータ解析などグーグルと直接
ライバル関係にある者が大量利用を始めれば，
当然，契約違反という主張を受けることになる
だろう。最悪はアカウント削除と規約上の罰則
に対面することになる。
これは以下のAIの他のファクターの保護の

議論にも通底するが，何らかの情報（知的財産）
の法的保護を考える時，そこでは単に「権利が
あるかないか」の二分法ではなく，複数の手段
の組み合わせが重要になる。
一方の端には，例えば特別法を作ってビッグ

データの無断利用を禁止してしまうとか，その
総体を著作物と認めて著作権で独占させるとい
った，法的権利がある。あるいは個人情報保護
法や不正競争防止法も，こちらに入る。法制度
による保護だ。そのメリットは，特段相手の合
意や権利者側の投資がなくても一律で保護が与
えられることで，デメリットは，硬直的で必ず
しも最新の社会の動きにすぐに対応できないこ
とだ。変化があまりに急激な情報社会において
は，この歩みの遅さは致命傷になりつつある。
また，特に日本だけの特別法の場合など，海外
では通用しないのもデメリットだろう。例えば
ビッグデータを保護する特別法を日本でだけ作
っても，海外の事業者はコピーし放題だったら，
海外でのAI開発に利用され，逆に日本の開発
が遅れをとるといった事態になりかねない。
他方の端には，契約やアーキテクチャによる
保護がある。前述したように技術的にコピーを
困難にしたり，利用規約で商用利用を禁ずる方

法だ。メリットは，柔軟であり，たとえ相手が
海外の事業者でも制約なく保護を効かせられる
ことだろう。デメリットは，アーキテクチャは
コストがかかる上に破られるかもしれず，また
契約は合意した相手しか拘束できない点にある。
よって，目的に応じた両者の使い分けや，両

者の協調領域が重要になる。例えばアーキテク
チャは技術で破られるかもしれないが，そうし
たプロテクション破り行為は，不正アクセス禁
止法やコンピュータ関連犯罪の刑法規程で禁じ
られている。つまり，アーキテクチャによる柔
軟な保護を法規制がバックアップしている形だ。

（3）利活用促進とのバランス策
さて，以上は主にビッグデータの事業者によ

る囲い込みをどう法的に担保されるかという視
点から述べた。しかし同時に，ビッグデータは
囲い込むだけが社会善とは限らない。それは
AIの「食事」であり，広く共有利用された方
がAIに限らず技術開発は活発化しやすいし，
囲い込みが強すぎれば国際的な開発競争で後れ
をとりかねないからだ。
この利活用の促進の方策として，第一に，著
作権法の例外規定がある。著作権法には47条の
７の制限規定というものがあり，大量の著作物
をコンピュータで解析利用することは認められ
ている。これは文字通りビッグデータ解析を指
すので，AIによるビッグデータ学習は実は認
められている。ただし，最初からデータ解析用
に構築されたデータベースは，誰かが無断で利
用することは出来ない（同条ただし書）。その
ため，現実には本条で解析できないビッグデー
タも少なくないことになる。
この条文には更に論点があって，自らビッグ
データ解析をおこなうために著作物を複製する
ことは確かに認められるのだが，そうして集め
られた大量の著作物を誰かがビッグデータ解析
できるように公衆に向けて提供すること（ネッ
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ト公開など）は出来ないように読める（49条１
項５号）。
確かに，誰かが著作物を自由に収集してデー
タベース化し，公衆に向けて公開して良いとな
ればこれはアーカイブである。それを書籍や音
楽，映像について自由におこなわれては目的限
定の配信ビジネスと同然ではないか，という懸
念があるのはわかる。とはいえ，まず禁じられ
るのは「解析以外の目的のためのビッグデータ
の利用」なので，例えばふたつの会社が提携関
係を結び，Ａ社が収集してデータベース化した
著作物をＢ社が解析できるようにＢ社にのみ提
供する，つまり特定者間での共有は必ずしも禁
止されないと考えて良いだろう。
更には，今後の制度論としてはビッグデータ
解析に目的を限定した形であれば，複製した他
人の著作物の公衆への提供も広く著作権法の例
外規定で認める改正も，考えられて良い。（2017
年２月24日に文化審議会 法制・基本問題小委
員会が採択した報告書では，こうした二者間の
協業や，現行法より広いビッグデータ分析サー
ビスの公衆への提供を認める立法提案がされて
おり，ゆくえが注目される６）。）
第二に，契約やアーキテクチャによる過度な
独占や規制へのセーフガードとして，あまりに
一方的な利用規約が独占禁止法違反とされた
り，消費者契約法によって無効とされることも
考えられる。逆の意味での法制度と契約の協調
と言えるだろう。
第三に，解析用データベースのインフラ整備
も進められるべきである。そこでは，利用規約
によって解析の用途を限定したり，解析結果が
商用利用された場合には権利者側への一定の補
償金の後払いを事業者に義務づけるなど，工夫
もされて良いだろう。

4．2　AI本体（アルゴリズム）

次にこうしたデータを学ぶべきAIそのもの，

すなわちアルゴリズムはどう法的に保護される
か。ここでは特にニューラルネットワーク的な
ものを想定しよう。
これは言うまでもなく，コンピュータ・プロ

グラムとして著作物にあたる場合が多数だろ
う。一般に著作権法で「アルゴリズム」という
と単純な解法を指す用語であって，むしろ（単
純過ぎて）著作物にあたらないものの例として
挙げられる（10条３項３号）。しかし，ここで
いうアルゴリズムはそれよりはるかに複雑な構
造を持ったものが大半で，それらは著作物にあ
たることは疑いない。
また，プログラムは同時に特許としての保護

も受け得る。もっとも出願と登録が要件となり，
国ごとでの保護となるので，より世界的な保護
を指向すれば著作権がベターとなろう。同様に
言うまでもなく，それが秘密として管理されて
いれば営業秘密としての保護も受けよう。
これらも，利活用促進の側面も重要であるこ

とは言うまでもない。しばしば，開発者である
プラットフォーム企業などはこのAIをオープ
ンソース・ソフトウェアとして公開し，人々に
よる自由な改良・二次的な創作を認める。著名
なものとしてはグーグルが無償公開する
「TensorFlow」があるだろう。他の事業者や研
究者達は営利目的を含め，これを自由に活用し
てAIを作成できる。つまり個別のAIを囲い込
むよりも，むしろそのAIを開発に活用する開
発者達のコミュニティ（＝プラットフォーム）
になる戦略，だろう。

4．3　学習ノウハウ（「調教法」）

このAIに学習用データを与える訳だが，こ
こでも学習用データの与え方にノウハウがある
とされ，しばしば「調教法」などと俗称される。
前述の「炎のキツネ」でいえば，ちょうどよい
炎の写真を見つけ出し学習させるからこそ，使
える「炎ボット」が生まれるという訳だ。
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この調教法はその名の通りノウハウであり，
つまりアイディアと思える。著作権法はアイデ
ィアを保護しないので，このノウハウは直接に
は守られない。つまり，炎の写真を与えようと
いうアイディアは誰でも模倣自由である。どの
写真を与えたかを秘匿しておけば，つまり学習
用データが何であったかを秘密として管理する
ならば，そのノウハウは営業秘密として保護さ
れる。
なお，最近のディープラーニングはAIが自
ら大量の対象データを学びその共通の特徴点を
学ぶとされるので，今後はこの調教法ノウハウ
の出番は徐々に減るのかも，しれない。一般に，
もはやAIが何を学び，どうしてそのような結
果を出力するようになったか，開発者にも完全
な把握は困難であるとされる。

4．4　学習済みモデル

（1）著作権での保護
次いで，この学習によって生まれた学習済み
モデルが挙げられる。つまり「炎ボット」であ
り，通常は特定のAIと，パラメータ（重みづけ）
として表現された関数から成る，とされる。ざ
っくりと言えば，一定のデータを有するプログ
ラムである。
これは著作物だろうか。AI自体がプログラ
ムの著作物なのだから，学習済みモデルも当然
著作物ではあろう。ただ，ここでの問題は，元
のAIを離れて，「データ＋AI」という新しい著
作物が生まれたと考えるかであり，その著作権
はどこまで及ぶか，である。逆に言えば，誰か
がAIそのものは盗まずに，そのパラメータの
部分，データの部分だけを借用する行為は著作
権侵害か，である。
これは現在の通説的解釈からはあたらなそう
だ。著作権法は，それ自体が創作的表現とは言
えないデータは保護しないのだ。また，例えば
全体は著作物にあたるような実録小説や論文で

も，そこから生の歴史的事実やデータそのもの
を抽出して借りる行為は著作権侵害にはあたら
ない典型的な行為であり，この点では最高裁判
例も確定し堅牢である。よって，学習済みモデ
ルを誰かが適法な手段で学び，そこからパラメ
ータ部分だけを抜き取って利用するとしても，
著作権侵害には当たらない。この点は，「ある
AIとあるパラメータが結びつく」というアイ
ディアだととらえても，結果は同じだろう。著
作権法はアイディアを保護していない。
別な視点で述べよう。グーグルがTensorFlow
でアルゴリズムを無償公開する。人々がそれを
学習させて多くの新たな学習済みモデルを作る
とする。しかし，それは二次的著作物ではない。
新たな著作物は生まれておらず，単にグーグル
の著作物である元のアルゴリズムに新たなデー
タが付着しただけである。そう考えると，成果
物は全てグーグルの著作物となりそうだ。

（2）特許での保護
では特許はどうか。こちらはアイディアも保

護する。また，特許法が対象とする「プログラ
ム等」にはプログラムのほか，「電子計算機に
よる処理の用に供する情報であってプログラム
に準ずるもの」も含まれる（２条４項）。よって，
あるAIとあるパラメータが結びついている全
体を特許として登録し，その保護をAIとパラ
メータの結びつき自体にも及ぼすなら，パラメ
ータの無断利用を防止できるかもしれない。も
っとも，特許は登録が条件で，かつ国ごとの保
護である。しかも，その内容を出願書類に記述
できることが登録の条件となる。果たして実効
的な保護が可能かは疑問もあろう。
更に，著作権にせよ特許にせよ，別な課題も

ある。例えば，ある学習済みモデルに第三者が
更に学習させると，以前とは異なる結果を出力
する「派生モデル」が生まれる。これは，同じ
AIが異なるパラメータを持った状態であり，
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恐らく従前の学習済みモデルのコピーとさえ言
いにくい。つまり，「元のAI自体の保護」は当
然どこまでもついて回るだろうが，「元の学習
済みモデルの保護」はついて来にくい。（それ
以前に，どのモデルを元にしたかも立証困難だ
ろう。）
あるいは，元の学習済みモデルをコピーしな

くても，特定の学習済みモデルに「与えられた
元データ」と「結果としての生成物」を大量に
把握しておけば，そこから帰納的に同じような
機能を有する学習済みモデルは作成できる，と
される。いわゆる「蒸留」といわれる手法だが，
これなどは元の学習済みモデルの内容はアクセ
スすらされておらず，いずれにしても著作権や
特許でこれを制約することは一層難しいだろう。

（3）営業秘密，契約
では営業秘密としての保護はどうか。これは

どこまでいっても秘密として管理されている限
りは可能だ。ただ問題は，この学習済みモデル
が（これはAI自体でも同様だが）何らかの商
品として販売され，ユーザーの手元に移った際，
それでも営業秘密として保護されるかである。
相手に渡したものを事業者は秘密として管理し
ていると言えるのか？現に管理できていないか
らこそ，中身を見られてしまい，模倣されてし
まうのではないか？という疑問だろう。
しかし，秘密としての管理とは何も物理的な
所在の問題ではなかろう。不正競争防止法自体
が，例えばＡ社がＢ社と秘密保持契約を結んで
自社のノウハウを開示し，そのノウハウをＢ社
が他社に売りとばしたような場合を典型的な営
業秘密の侵害，不正競争行為と規定している（２
条１項７号）。そもそも，秘密が自社の金庫の
中にだけある状態など想定していないのであ
る。よって，例えば販売の際の規約で転用を禁
じたり，あるいは暗号などのセキュリティで中
身を見られない状態を作っていれば，それは秘

密管理性を満たすはずであり，学習済みモデル
は営業秘密として管理するのが，もっとも簡明
であるように思う。
この点からすれば，利用規約のような契約自

体での保護も当然有効だろう。何であれ，学習
済みモデルを公開したり他社に提供する際に契
約合意を行い，蒸留や派生モデル作成を含めて
転用を制限したり逆に一定の範囲で許してその
利用ルールを定めることも事実上可能であり，
契約こそが柔軟で簡易な手段であるようにも思
える。

4．5　生成されるコンテンツ

さて，このAIが生成する大量のコンテンツ
はどうだろうか。コンテンツといっても，例え
ば機械学習したAIに目的地までの最短ルート
を表示して貰ったり，AIが将棋の必勝法を編
み出した場合，生成物は「ルート」や「必勝法」
であり，それらはアイディアである。たとえ人
間が考案したとしても著作物にあたらないし，
AIが生成しても同様だろう。恐らくこうした
種類の多くの生成物は，いかなる知的財産権で
も保護されない。
では，もっと作品的なもの，例えばBGMや

自動生成の記事はどうだろう。あるいはAIが
出力した「炎のキツネ」は，元のキツネ写真に
対する二次的著作物となって，そこには新たな
著作権が生まれるのだろうか。
この点は，実は1970年代には既に米国CONTU
というレポートで論じられており，その後ユネ
スコや，日本の著作権審議会（当時）でも1993
年に議論されている７）。結論は本質的には一緒
だ。machine supported works，つまりコンピ
ュータをまさにツールとして生身の人間が創作
したものは著作物だろうが，computer gener-
ated works（CGW），つまり人間は直接的には
ボタンを押すだけの完全自動生成のコンテンツ
は，創作とはいえず著作権の保護は受けない，
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である。
唯一の例外は1988年の英国改正著作権法で，

そこでは完全なるCGWを著作物と認めている８）。
が，今もって他国による追随例は目立たないし，
筆者の加わった内閣府知財本部「次世代知財シ
ステム検討委員会」でも，現行法上は著作権の
保護を受けないだろうという点で委員間に異論
は少なかった９）。
こうした生成物は通常は秘密として管理もさ
れていないだろうから，営業秘密としての保護
も難しく，多くは特許対象にもならないだろう。
では，日本も著作権法の解釈を改めたり，特
別法を作るなどしてAI生成物に保護を与える
べきか。筆者は現時点ではややネガティブだ。
何らかの情報に新たな知財の保護を与える行為
は，概ね次のふたつの要素の相関関係で正当化
される。つまり，①その情報を独占させること
のメリットが情報囲い込みによるデメリットを
上回り，かつ，②よりデメリットの少ない代替
手段がない場合，である。
では，AI生成物を無断コピーから守るメリ
ットとは何か。AI本体の場合には比較的わか
りやすかった。投資された開発コストの保護で
ある。言い方を変えれば，開発に投資するのは
その成果物であるAIを利用して収益をあげ，
投資回収をはかれるからであり，そのためには
AIを無断コピーからある程度守る必要がある，
という訳だ。
では，AI生成物を無断コピーから守らないと
投下資本の回収はできないのか。確かにそうし
た場面もあろう。例えばBGM生成サイトの中に
は，そのBGMを商用利用する際に使用料を徴収
するところがある。前述のJukedeckもそうだ。
人々が無断でBGMを転用流用できるならばお金
を払うユーザーはいなくなり，開発や運用を続
けられなくなる恐れがあろう。（これは多くの
コンテンツのビジネスモデルと同様だ。）
ただ，デメリットも同時に気にかかる。なに

せAIコンテンツはその生成ペースが常軌を逸
している。年間に100万曲である。少しの投資
で近い将来には年間１億曲だって不可能ではな
くなるだろう。そのような莫大な著作物が生み
出され一事業者がその独占利用権を世界的に約
100年もの長期にわたって掌握するという事態
を，現行著作権制度は全く想定していない。理
論上は，それらのAIコンテンツと似た新たな
コンテンツの生成は（そのAIコンテンツに依
拠したものであれば）著作権侵害となり，時に
は刑事罰すら伴う結果を招く。そもそもコンテ
ンツ量の爆発による既存コンテンツ産業やプ
ロ・クリエイターへの影響もさることながら，
そのことの表現萎縮効果など，デメリットが読
めない。
また，AIコンテンツが仮に著作物にあたる
とする場合，その莫大な著作権を握る最有力候
補は誰だろうか。言うまでもなく，AI開発で
独占先行する巨大プラットフォームである。仮
に知的財産権を与えるとしても，それも少数事
業者に寡占されそうである。
では翻って，こうしたプラットフォームはAI
生成物への知的財産権を求めているだろうか。
意見を聞けば，「貰えるものなら欲しいですね」
と仰るかもしれないが，本当に必要か，筆者は
やや懐疑的である。なぜか。そんなところでは
稼いでいないからである。いわばビジネスモデ
ルが違う。例えばグーグルであれば，コンテン
ツの個別課金には恐らく大きな関心はあるま
い。莫大なコンテンツが集まる場を設け，そこ
に人々を引きつけ長期間滞留して貰う。そうす
ることで更に大量のビッグデータが集まり，彼
らに向けてターゲティング広告を打つなど，は
るかに効率の良いビジネスが可能になる。
どうも，AI生成物について法的独占を論ず
る必要は現時点では薄いように思える。しかも，
日本だけが新制度を作ったところで国際的な保
護への道は遠い。それよりも，アーキテクチャ
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や契約によって過剰な流用・転用を禁じ，その
利用方法についてコントロールを効かせる方
が，効率が良いようにも思えるところだ。

5 ．	おわりに

以上，AIの各要素，ビッグデータ，AI自体，
調教法，学習済みモデル，そしてAI生成物の
それぞれについて現行法や新たな法制度での保
護の可能性と，利活用促進とのバランス策につ
いて私見を述べた。前者については，ビッグデ
ータ，AI自体については現行著作権法でも一
定の保護が及び，更に学習済みモデルまでは営
業秘密としての保護が有望に思えた。他方，
AI生成物は無保護になる可能性が高かった。
しかし筆者はいずれの要素についても新法など
での保護にはやや消極的で，むしろオープン・
クローズ戦略を生かせる契約の一層の洗練こそ
が実効性のある手段であるように思えている。
また，AIをめぐってはこのほか，あるいは

より喫緊で重要な論点として，AIによる新た
な権利侵害，またAIを活用した権利のエンフ
ォースメントの変化，更にはAIを活用した新
たな「知財トロール」の出現などの論点もある
が，紙面が尽きたのでまたの機会に譲りたい。
いずれにしても，イノベーションのための投
資の保護と，一方で成果物への自由なアクセス
を守ることによるイノベーションの最適化とい
う知的財産制度の課題は，ここでも変わらない。
ただし，圧倒的に変わったものがひとつある。
それはスピードである。これまでのような法的
制度の議論スピードでは全てがあまりに遅すぎ
て，我々は勃興する新たな技術とビジネスモデ
ルの後を，２周遅れで単に付いて行っているだ
けに思える。知財制度は（更にいえば情報ルー

ルにおける政府の役割は）そのスピード故に早
晩，「情報社会においてお荷物以外の何らの貢
献もしていない」実態を明らかにする恐れがあ
る。それに代わって浮上しつつある情報のルー
ルメーカーこそ，プラットフォームと彼らのア
ルゴリズムではないのか。知財立国・情報立国
を本気で考えるならば，抜本的に変わるべきは，
従来の政策議論のあり方かもしれない。

注　記

 1） カール・フレイほか「雇用の未来」（小林雅一「AI
の衝撃」（講談社現代新書電子版・2015年）466
頁より）

 2） 狭義の「人工知能」の定義に合致するレベルで
は到底ないが，「人工知能」の概念は広く，その
裾野には含まれるだろう。現に，このレベルの
ものをAIと呼ぶのは（研究者の反発に関わらず）
通常の用語法である。

 3） 総務省・AIネットワーク化検討会議報告書2016
「AIネットワーク化の影響とリスク －智連社会
（WINS（ウインズ））の実現に向けた課題－」（総
務省HP）ほか参照

 4） 福井健策・石山洸「AIネットワーク化の近未来
予測と知的財産権」『年報知的財産法2016 -2017』
（日本評論社）

 5） Google マップ / Google Earth 追加利用規約
（2015年12月17日更新版）２条：禁止行為など参
照

 6） 文化審議会 法制・基本問題小委員会「新たな時
代のニーズに的確に対応した権利制限規定の在
り方等に関する報告書」（2017年，文化庁HP）

 7） 著作権審議会第９小委員会（コンピュータ創作
物関係）報告書（1993年，著作権情報センター
（CRIC）HP）

 8） 同法178条
 9） 同報告書（2016年，知財本部HP）

（原稿受領日　2017年１月26日）
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